
 

随意契約事前確認公募 

 

北海道旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ北海道」という。）は、「一般形電気式気動車」の調達（以

下「本件」という。）について、下記２及び３に示す条件を満たす特定の者との随意契約を予定して

いる。このため、他に下記２及び３に示す条件を満たし、本件業務の受注を希望する者の有無を確

認するため、参加意思確認書の提出を招請する公募を行う。 

公募の結果、特定の者以外の応募者があった場合にあっては、一般競争手続に移行する。ただし、

提出書類に不備がある場合又は応募者が下記２及び３に示す条件等を満たしていないと認められ

る場合は、この限りではない。 

 

2025 年６月 16日 

 

北海道旅客鉄道鉄株式会社   

執行役員 財務部長 安井 洋 

◎調達機関番号 101 ◎所在地番号 01 

 

１．公募に付する事項 

（1） 品目分類番号 18 

（2） 調達物品及び数量 一般形電気式気動車 ９両 

（3） 納入期限 2028 年４月１日～2030 年 12 月 10 日の期間の内、ＪＲ北海道が指定する期日 

（4） 納入場所 技術仕様書（概要版）による 

（5） 仕様概要 ＪＲ北海道の全路線（海峡線を除く。）で用いられる一般形電気式気動車であり、

ＪＲ北海道が営業する路線の条件及び環境又はそれと同等の条件及び環境との適合性を有

し、ＪＲ北海道の指定する走行性能を有する一般形電気式気動車である。なお、ＪＲ北海道

としては、一部を除き H100 形電気式気動車と同等の機能及び性能を有するものを所望して

いる。 

（6） 一般競争入札に移行した場合の落札者の決定予定時期 2026 年度第１四半期 

 

２． 公募に参加する者（参加者）に必要な資格に関する事項 

参加者は、ＪＲ北海道が定めた次に掲げる資格要件を全て満たすものとする。参加資格を有す

る者が、契約の時までに参加資格要件を欠いた場合は、その者の参加資格を取り消す。なお、参

加者が共同企業体の場合、全ての構成員は次に掲げる参加資格要件を全て満たすこと。 

（1） 次の各号に該当しない者。 

① 契約を締結する能力を有しない者。 

② 破産者で復権を得ない者。 

③ 暴力団及び暴力団関係企業等、暴力、威力及び詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求

する集団若しくは個人である者又は当該集団若しくは個人と関係があると認められる

者。 

④ 会社更生法に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法に基づく再生手続開始の申立

て又は破産法に基づく破産手続開始の申立てがなされている者。 



 

⑤ 経営状態が著しく不健全であると認められる者。 

⑥ 法人税、法人事業税又は消費税及び地方消費税を滞納している者。 

⑦ 銀行取引が停止されている者。 

⑧ 他の鉄道事業者から指名停止措置を受けている者。 

⑨ 重大な犯罪その他の重大な法令違反に関する確定判決がある者。 

（2） ＪＲ北海道が実施する入札又はＪＲ北海道との取引において、以下の各号に該当しない者。 

① 契約の履行に際し、故意に物品の製造若しくは役務を粗雑にし、又は物品の品質、数量

に関して不正の行為をした者。 

② 入札に際し、不当に価格を競り上げ、又は競り下げる目的をもって連合をなした者。 

③ 入札の参加又は契約の締結若しくは履行を妨害した者。 

④ 検査又は監督に際し、社員の職務執行を妨げた者。 

⑤ 契約に関し、不正若しくは不当の行為又はこれに類似した行為により、事故を起こし、

その他信義誠実に欠ける行為をした者。 

⑥ 契約に関し現に履行遅滞となっている者。 

⑦ 過去における契約の履行成績が不良な者。 

⑧ 正当な理由なく、契約を履行しなかった者。 

⑨ 入札参加の手続、契約の履行に関する手続等に関し、虚偽の申告をした者。 

（3） 上述の(1)及び(2)を満たす者を代理人若しくは復代理人として使用し、又は契約若しくは

契約履行の際に代理人若しくは支配人その他の使用人として使用する者。 

（4） 日本又は欧州連合若しくは英国の法人である者。 

 

３．特殊な技術及び設備の条件※１ 

参加者は、ＪＲ北海道が定めた次に掲げる条件を全て満たすものとする。次に掲げる条件を

全て満たす者が、契約の時までに当該条件を欠いた場合は、その者の参加資格を取り消す。な

お、参加者が共同企業体の場合、次に掲げる条件については、構成員のうち製造業者が満たす

こと。 

（1） ISO9001(JIS Q 9001)又は同等の認証を受けた工場で製造する物品を納入できる者。 

（2） 旅客用一般形電気式気動車（ハイブリッド式を含む。）の納入実績を有する者。 

（3） 過去 40 年間における寒冷・降雪地への車両の納入実績を有する者。 

※１ 本調達品の仕様等については、４(3)①に規定する「秘密保持誓約書」を提出した者に対

してのみ、別途提示する。 

４．公募の条件等を満たす旨の意思表示 

(1) 上記２及び３に示す本公募の条件等を満たしており、参加を希望する者は、事前に「６．本

件問合せ先」宛てに電子メールで連絡すること。メールの件名は「 （一般形電気式気動車 事

前確認公募参加希望）＋事業者名」とし、メール本文に会社名、部門名、役職、担当者名、

電話番号、電子メールアドレス等を記載するものとする。その後、ＪＲ北海道の営業日（土

曜日、日曜日及び祝祭日以外の日）10 時から 17 時までの間にＪＲ北海道から下記(3)に規

定する提出資料の①～⑥及び⑬の WORD 形式の様式データを電子メールで送付するので、４

(3)①に規定する「秘密保持誓約書」に記名押印の上、当該誓約書を PDF 化し、2025 年７月

11 日（金）17 時までに４(2)に記載したメールアドレス宛に電子メールで提出すること。 



 

(2) ＪＲ北海道は、４(3)①に規定する「秘密保持誓約書」を提出した者に対して、本調達品の仕

様等を電子メールにより送付する。参加を希望する者は、当該仕様等を確認の上４(3)②～⑭

に規定する資料を期限までに提出すること。 

ア 提出期限：2025 年７月 16 日 17:00 必着 

イ 提出先 ：〒060―8644 北海道札幌市中央区北 11 条西 15丁目 1番 1号 

北海道旅客鉄道株式会社 財務部資材・調達管理グループ 

電話 011-700-5748 メールアドレス procurement_jrh@jrhokkaido.co.jp 

ウ 提出方法：郵便又は信書便（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）により提出する

こと。 

(3) 提出資料 

表１ 提出資料 

No. 提出資料 補足説明 

① 秘密保持誓約書 ➢ 提出資料様式集（様式１） 

② 提出資料一覧 ➢ 提出資料様式集（様式３） 

③ 参加意思表明書 ➢ 提出資料様式集（様式４） 

④ 代理人選任届及び使用印章届 ➢ 提出資料様式集（様式５－１）（必要な場合のみ） 

⑤ 復代理人選任届及び使用印章届 ➢ 提出資料様式集（様式５－２）（必要な場合のみ） 

⑥ 一般形電気式気動車 調達共同企業

体協定書 

➢ 提出資料様式集（様式７）（共同企業体の場合のみ） 

⑦ 会社概要 ➢ 任意様式で可 

➢ 社名、本社所在地及び連絡先、支店・工場の名称、資

本金、役員構成、創業年月日、事業内容及び製品、そ

の他特筆すべき事項を記載したもの（有価証券報告

書及び会社概要をまとめたパンフレット等の公表さ

れている資料に、当該項目が全て記載されている場

合には当該資料の提出により代用することを認め

る。） 

⑧ 会社定款の写し  

 

⑨ 商業登記簿謄本 

（発行日から３か月以内のもの） 

➢ 履歴事項全部証明書 

 

➉ 印鑑証明書 

（発行日から３か月以内のもの） 

 

⑪ 納税証明書 

（発行日から３か月以内のもの） 

➢ 納税証明書その３の３ 

・その３の３（「法人税」及び「消費税及地方消費税」

に未納の税額がないことの証明） 

➢ 日本を除く国・地域の企業の場合 

・企業の本社所在国・地域における税の支払い義務

に違反していない旨を証明する書類 

⑫ 決算書類の写し 

（直近３会計年度分） 

➢ 上場企業の場合 

・有価証券報告書一式 

➢ 未上場企業の場合 

・会社法に基づき作成する計算書類及び付属書類（貸



 

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別

注記表、事業報告書、付属明細書）一式 

➢ 日本を除く国・地域の企業の場合 

・監査済みの財務諸表 

※監査済みの財務諸表の提出が難しい場合、売上高

報告書、損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー

計算書を提出すること。 

⑬ 

 

車両の納入実績 ➢ 提出資料様式集（様式６） 

⑭ ISO9001（JIS Q 9001）の認証書の写

し、又は ISO9001（JIS Q 9001）と

同等の認証を取得したことを証する

書面 

➢ ISO9001（JIS Q 9001）の認証がある場合 

・認証書の写し 

➢ ISO9001（JIS Q 9001）の認証がない場合 

・任意様式で可 

（資料の提出に係る特記事項） 

(ア)参加者が共同企業体の場合、共同企業体を構成する代表企業が上記表１の資料を用意するものとす

る。ただし、上記表１の⑦～⑫は共同企業体内における全ての構成員がそれぞれ１部、上記表１の

⑬・⑭は共同企業体内における全ての製造事業者がそれぞれ１部用意するものとする。 

(イ)参加者が欧州連合又は英国の法人の場合、上記表１の⑨及び⑪について、その本社所在国・地域に

おける同様の資料を提出するものとし、上記表１の⑩について、本案件においては、欧州連合又は

英国の法人の場合、印鑑の押印に代えて署名による対応を認めるものとし、印鑑証明書に代えて日

本国在外公館にてサイン証明書を取得し提出するものとする。 

(ウ)なお、過去２年以内にＪＲ北海道財務部が担当した入札等において、上記表１の⑫を提出したこと

がある場合、４(1)イに記載のメールアドレスへ連絡し打合せの上、一部の提出を省略することが

できる。 

(エ)任意様式の提出資料については、参加者が作成したことを証明するために、参加者の商号を記入し

て提出すること。 

 

５． その他 

（1） 契約手続等で指定する時間は日本の標準時、使用言語は日本語とする。 

（2） 手続等で使用する通貨は、日本国通貨による。 

（3） 契約保証金 免除 

（4） 契約書作成の要否 要 

 

６．本件問合せ先 

〒060―8644 北海道札幌市中央区北 11条西 15丁目 1 番 1号 

北海道旅客鉄道株式会社 財務部資材・調達管理グループ 

電話 011-700-5748 メールアドレス procurement_jrh@jrhokkaido.co.jp 

 

7. Summary 

Request for expression of interest in the procurement (prior to possible limited 

tendering): 

⑴ Official in charge of disbursement of the procuring entity: Hiroshi Yasui, Executive 



 

Officer / General Manager of the Finance Department of Hokkaido Railway 

Company (JR Hokkaido) 

⑵ Classification of the products to be procured: 18 

⑶ Nature and quantity of the products to be purchased: 9 diesel electric railway cars 

for local trains 

⑷ Delivery period: Dates which shall be designated by JR Hokkaido within the period 

from 1st April 2028 to 10th December 2030. 

⑸ Delivery place: Follow the specification document. 

⑹ Qualification for participation: Suppliers eligible for participating in the 

procurement procedure are those who shall; 

① have the experience of the delivery of diesel electric railway cars for passenger 

use (including hybrid diesel railway cars). 

② have the experience of the delivery of railway cars which are operated in cold 

or snowy climates, in the past 40 years.  

③ comply with other requirements listed in items 2 and 3. 

⑺ Expression of interests: As noted in item 4(1). Request by e-mail. Note the subject 

as “Application for the diesel electric railway cars for local trains” and send with 

the company name, your section, job title, name, telephone number, and e-mail 

address. 

⑻ Time-limit to express interests: 17:00, 16th July 2025 

⑼ Language and currency used for the procedure: Only in Japanese and Japanese 

Yen 

⑽ Contact point for the notice: Procurement Group in Finance Department, Hokkaido 

Railway Company, 1-1, Nishi 15-chome, Kita 11-jo, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido 

060-8644 JAPAN TEL: 011-700-5748 E-mail: procurement_jrh@jrhokkaido.co.jp 

 


